
助成対象とする障害の程度について

（基本的な考え方）

（１）重度心身障害児・者医療費助成事業

・障害の程度が重く、日常生活の支障が大きい方の経済的負担を軽減するため、全ての疾病を対象

に医療費の自己負担分を助成する事業。

・市町村が条例に基づいて実施する地方単独事業で、県が補助。

障害のある方への主な医療費助成制度

（２）助成対象とする精神障害の程度 他県（42都道府県）の状況

→ 現行制度及び他県の状況から、助成対象とする精神障害の程度については、精神障害者保健福祉

手帳を基本に考えていくことが適当と考える。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 A1 A2 B1 B2 1級 2級 3級

(更生医療)

　障害を軽減したり、機能回復

のために必要な医療費を助成。

（例）人工透析、心臓手術、人

工関節置換術など

○

一

部

○

一

部

○

一

部

○

一

部

○

一

部

○

一

部

(育成医療)
　障害を軽減するためや、将来

障害を残すおそれのある疾患を

治療するための医療費を助成。

(精神通院

医療)

　精神疾患の治療のために通院

している人を対象に必要な医療

費を助成。

○

一

部

○

一

部

○

一

部

県

国1/2

県1/2

市

町

村

条

例

(
地

方

単

独

事

業

)

　重度障害のある人の医療費に

ついて、医療保険の自己負担分

を助成。

○ ○ ○ ○ △

なし

市町村

県1/2

市町村1/2

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

　身体障害者手帳の有無は

　関係なし

高知県重度心身障害
児・者医療費助成制度
（福祉医療）

△

対象外

制度名 根拠 制度の内容
自己

負担
実施主体
(負担割合)

自立支援
医療制度

障

害

者

総

合

支

援

法

医療費の

１割(所

得に応じ

て月額負

担上限額

あり）

市町村

国1/2

県1/4

市町村1/4

18歳未満で身体障

害者手帳3、4級と

重複
18歳未満で療育手帳B1と重複

参考資料１

都道府県数 割合

１級 27(※1) 64%

１、２級 11(※2) 27%

１、２、３級 1(※3) 2% (※3)2、3級は身体手帳又は療育手帳の複数所持が要件

3 7%
42

(※1)うち３県は要件あり（自立支援医療の受給者証所持）

(※2)うち６県は要件あり（2級は身体手帳又は療育手帳の複数所持が
必要など）

手帳の等級以外で設定
（障害年金1級など)

精神障害者保健
福祉手帳の等級
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精神障害者保健福祉手帳の等級の考え方

・精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方が、各種の福祉制度を受けやすくするた

め、Ｈ７年に創設された制度。

・障害の程度に応じて重度のものから１級、２級及び３級と障害等級を設定（国が示す考え方は下表。）。

等級の判定は、「精神疾患」の状態とそれに伴う「生活能力障害」の状態の両面から総合的に行われる。

※厚労省通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」をもとに障害保健支援課が作成。

※人口 10 万人あたり所持者数については衛生行政報告例の算出方法に基づく

・精神障害は症状に変動がある者が多いため、２年ごとに手帳の有効期限更新の手続きが必要（身体手

帳や療育手帳には原則有効期限はなし）。

考え方 状態像の例

１級 他人の援助がなければ、ほと

んど自分の用を済ませられな

い程度

＜569 人（R6.3.31 現在）＞

※人口 10 万人あたり所持者数

高知県：82.1 人 全国平均：111.5 人

・家事が自発的に行えず常時援助が必要。

・身辺の清潔保持に常時援助が必要。

・親しい人との交流も乏しく引きこもりがち。

・些細な出来事で病状が悪化しやすい。

・金銭管理は困難。

２級 他人の援助は必ずしも必要な

いが､日常生活は困難な程度

＜5,458 人（R6.3.31 現在）＞

※人口 10 万人あたり所持者数

高知県：777.2 人 全国平均：678.4 人

・家事をこなすために助言や援助が必要。

・身辺の清潔保持が自発的かつ適切にはできない。

・対人交流は乏しいが引きこもりは顕著でない。

・大きなストレスで病状が悪化しやすい。

・金銭管理ができない場合がある。

３級 日常生活や社会生活に制限を

必要とする程度

＜1,632 人（R6.3.31 現在）＞

※人口 10 万人あたり所持者数

高知県：235.6 人 全国平均：375.3 人

・日常的な家事はこなせるが、状況や手順が変化すると困難が

生じることがある。

・身辺の清潔保持に困難は少ない。

・対人交流は乏しくなく引きこもりがちでない。

・普通のストレスでは症状は悪化しにくい。

・金銭管理はおおむねできる。

参考資料２
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Ｒ６ Ｒ７

第１回

・対象となる障害の程度

・重複障害の取扱い

制度改正案

とりまとめ

・

導入準備

第２回

・対象となる障害の程度

・対象となる医療の範囲

第４回～（５，６回の開催を想定）第３回

・必要となる財政規模

・他の医療費助成制度の調整

・所得制限・自己負担・その他　

本会議での論点と進め方について

○ 本会議では、「助成実施にあたって検討が必要な課題」を論点とすることを基本とし

て、検討を深めていくこととしている。

＜スケジュール＞ ※論点は密接に関連するものが多いため、下記はあくまで目安。

（開催日程）

■第１回（R6.11.25）

・ 現状の共有、今後の進め方等について

■第２回（R7.3.17）

・ 対象とする障害の程度について

■第３回（R7.6.2）

・ 対象とする障害の程度、医療の範囲について

■第４回（R7.8.4 予定）

・ 対象とする障害の程度、医療の範囲、その他の制度設計について

■第５回（R7.9.1 予定）

・ 制度改正の素案、導入に必要な準備等について

■第６回（R7.11 頃予定）

・ 制度改正案

参考資料３
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第２回高知県重度心身障害児・者医療費助成事業に係る関係者会議

日 時：令和７年３月 17 日（月）15:00～17:00

場 所：高知城ホール２階やまもも

出席者：省略

資 料：省略

概要

・議題（１）について事務局より説明。委員提供資料について家族会連合会より紹介

意見等無し。

・議題（２）について事務局より説明。

・以下、各委員から意見をいただいた。

委員

算定の基準は、精神障害者保健福祉手帳の等級による判断でかまわない。

委員

手帳の等級は、一定の目安になる。

１級で長期入院者は、医療費を軽減する制度もある。年金と併用したときに医療の負担ができ

る。２、３級で急遽入院になると、医療の負担の見通しが立たず、本人や家族の負担になる。

委員

資料２の手帳をベースに基本的に考えていくということでいいのでは。

委員

資料２であるが、基準は必要なため、精神障害者保健福祉手帳でみるしかない。

委員

単純に１，２，３級と分けるのがわかりやすい。

事前に手帳情報をもらっていて、会いに行くと本当にその等級かと思うことがある。

生活能力がどの程度あるかで、判断していきたい。

委員

助成対象とする精神障害の程度について手帳で判断するのは、妥当。

１，２級の方と窓口で会うが本当にその等級かと思うことがある。

精神障害者保健福祉手帳の判定については、曖昧な部分が、他の２手帳に比べてあるのか。

１，２，３級が福祉医療のベースとなれば、障害者自身も等級を気にするようになる。手帳の

診断書の書き方について、精査していく必要があるのではないか。

参考資料４
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委員

窓口で事務をする立場からすると、手帳何級といった方がやりやすいし妥当だと思う。

家族団体と話すことがあったが、１日の中でも波があることや等級が参考にならないと聞いた。

目に見える手帳が判断の基準にはなると思う。しかし、他障害と比べ判断がつきにくいので、

むらや差がないようにというところが気になるところ。

委員

２点ある。内科的、外科的な病気と違い、長期で付き合っていかないといけない。同居する家

族が大変。

２点目、障害者雇用で 15 年間働いていた人で、仕事中に体調が悪くなり、警察対応となった

ことがあった。精神の場合、手帳２級の人で病状が出たときに困難なことがあるため、検討して

ほしい。

委員

手帳の等級で判断するのはいいと思う。資料７ページを見るとほとんどの１級の方は、入院し

ている。多くの人が２級であり、不安定さを抱えながら、生活をしていると思う。６ページの生

活保護の人は、親がいたときは、国保等に入っており、親亡き後、生活保護になったのかもしれ

ない。

１級が対象になるのはありかと思うが、２，３級も検討して欲しい。

委員

判定の根拠に手帳を使うのはいいのではないか。

医療現場は、取り扱う書類が増えてきている。この事業が始まることにより新たな診断書を書

かないといけなくなることは避けたい。

障害年金の対象にならない病気や受給要件が合わないことがあるが、年金を取れている人は、

そちらで認めて欲しい。

手帳の判定について疑問があるといった意見があったが、診断書は、等級について書くわけで

はなく、現状の状態を書いている。２年間の平均を書くのか、悪いときを書くとか明記していた

だければと思う。

委員

手帳の等級をベースに判断するのはいいと思う。

会長

手帳制度を基本としていくことになるのではないか。

不安定さについてどのようにカバーしていくか。

事務局

平成７年から精神保健福祉手帳制度が始まった。10 年たったころに、全国の精神保健福祉セン

ターからあまりにも診断にむらがあるとの声があがってきた。
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厚生労働科学研究で、模擬症例をつくり審査判定をすると、１～３級、非該当まであり、１級

が３級に、３級が１級になるような自治体もあった。

公平、公正な判定となるように進め、マニュアルも作ったが、国が採用しなかった。

委員が言われるような偏りがでることについては、診断書でしか判定ができないため、丁寧に

記載するように医療機関にお願いしていくしかない。

診断書は指定医か３年以上精神科医療の経験がある人しか記載できないことになっている。

一番重いときを書くのでも、一番軽いときを書くのでもなく、過去２年間どうだったのか、今

後２年間どのようなことが予想されるのかを書くようになっている。

その人が単身で暮らすことを想定してどうかということを考えて記載していただく必要があ

る。

年金の等級が障害者手帳の等級にそのままなることはあるが、その逆はない。年金はさまざま

な条件があるので、障害者手帳のようにはいかないこともある。

会長

今回だけではなく、今後も検討を続けていく必要がある。

そのほかの検討項目はあるか。

私としては、既存事業の対象者との均衡を考慮すべきではないか、将来に向けた持続性につい

ても考えなければならないと思う。

委員

資料２の（２）で手帳１級 26県のうち２県が自立支援医療を要件にしている。

残りの 24 県の自立支援医療の要件がないようだが、精神通院の受給者証の発行率はどのよう

になっているのか。自立支援を要件にしていないと自立支援を使う人が減るのではないか。

34市町村あるが、どの自治体もできるような制度にしていきたい。

事務局

資料２は昨年度の他県の全国調査の結果から読み取ったもの。24 都道府県は自立支援医療を要

件にしていないが、どのような理由かは、確認していないため次回までにできる範囲で確認する。

委員

障害年金を含め本人が医療費を負担できる能力の有無を見る必要がある。１級は皆の合意のも

と進めると思うが、２、３級は本人の医療負担ができる能力の有無も見て判断するようにしてほ

しい。

委員

我が町でも１級が圧倒的に少ない。１級のみとすると拡充という観点から言うと非常に限定さ

れたものになる。ただ、２級については一定の要件が必要。
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委員

１級は入院の割合が多く、就労も難しいことが資料から読めるため、１級を対象とすることは

異論ない。しかし１級以外を対象とする基準が思い当たらない。他県を見ると、手帳複数所持や

知能指数を要件としているところもあるので，参考にしてみてはどうか。

委員

この制度は、障害の程度が重く、日常生活の支障が大きい方の医療費の助成をする制度。自立

支援医療を利用している割合が少ないのは、１級は入院の割合も多く通院の必要がないからでは

ないかと思う。

１級を対象とするのは、妥当。

２，３級を対象とするかは、医療費がどのくらいかかっているかを研究してからかと思う。

委員

重度心身ということであれば、１級は対象と思う。

２級は、幅が広いため、どこまでを対象とするかは、要検討。

自治体としての費用負担の話をすると、透析への費用負担が一番多く、次が精神障害となって

いる。

長期入院は精神の方が多い。

２級を入れた場合、人が多くなり、負担能力が市町村にあるかどうか疑問。

委員

他県を見ると１級が 64％、１，２級のところが 29％、精神通院をしている方は２級が多い。

非課税世帯であれば、2,500 円か 5,000 円の自己負担なので、カバーできているのではないか。

１級で長期入院の方の自己負担は、24,600 円でこの金額を助成するということになるが、この

部分は精神通院とは被らないのではないか。他法優先の優先順位を考えると、２級の人だと精神

通院が軽んじられるのではないか。

会長

他法優先の整理を事務局から。

事務局

医療保険、自立支援医療、生活保護、福祉医療の順となる。

委員

今ある制度に入れ込むのであれば、精神手帳１級しかない。

後発で精神障害者のための助成事業を作るのであれば、新たなもっとシンプルな制度を作って

はどうか。

対象者や助成のあり方を検討する必要があるのではないか。

自己負担なしとすると国費がカットされてしまうため、自己負担の議論をしてほしい。
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委員

自動車税は１級が免除になるが、２，３級は対象となっていない。働いている当事者が多い中

で、２，３級の助成の違いがあると、３級の方の負担が大きくなる。２，３級の助成のあり方を

検討してほしい。

精神手帳で１級だったが年金が２級となったため、２級になった方がいた。そのような方につ

いても検討して欲しい。

委員

１，２，３級に助成があればいいが、持続可能かと言われると難しい。

１級の人は、高額療養制度に該当することが多い。食事代も最安。経済的に困っているわけで

はない状態だが、地域にでれば、経済的に厳しい状態になる。

不安定さや困窮がでてくることを考えると、自立支援の対象となっていることという条件はあ

ってもいいと思う。

委員

できるだけ多くの人が対象になればいいと思うが、経済的な問題もある。国保の国費が切られ

るとの話もあった。

委員

交付金制度の中で、重度障害、ひとり親、こどもの受給者証の公費負担を地方単独でやってい

る場合は、無料にしていることにより病院に行く回数が増えるとの考え方から、ペナルティで減

額があった。

こどもについては無償化の広がりから、ペナルティがなくなった。

委員

自治体でより手厚く福祉をしたら、国から行き過ぎた制度だと言われるということだと思うが、

我々が知らない要素がある。

市町村負担が発生するためいろいろな試算が必要だろう。

精神障害は長期にわたり負担も大きくなるため、できるだけ広く対象としてほしい。

そのときに所得制限については考えてもよいと思う。

委員

市町村によって、１人あたり 11 万円、14 万円かかるという事もお聞きしたが、今後人口が減

っていくという試算の中で、どのように制度設計していくかを現実的に考えていく必要がある。

できるだけ多くの方、支払いが難しい方に届くような制度にしたい。

現在、重複で手帳を持っている人はどのくらいいるのか。

事務局

現状、データはないため、次回お示しする。

8



委員

長期通院している方で、生活保護までいくと、さまざまな医療を心配せずに提供できる。生活

保護ギリギリの方が本当に困っている。

措置入院の人が医療保護入院や任意入院に切り替えたら医療費が支払えないということもあ

る。

委員

暮らしに困っている方達に届く制度にしていきたい。

会長

自己負担なしで福祉医療を行った場合、国のペナルティはあるのか。

事務局

地方単独の医療費で窓口負担なしとしてやっている現在の身体、知的に対する福祉医療は、ペ

ナルティの対象となっている。

こどもに対しては、少子化対策ということで、ペナルティがなくなっている。

会長

全体を通じて何かあるか。

事務局から何かあるか。

事務局

手帳制度を基本に考えていくというところは、大きな異論はなかったと思う。

どこまでを対象とするかについては、いろいろな意見があった。

この論点は、次回以降も続けていく。

他県の考え方や本事業の趣旨について深く考えていき、次回議論いただきたい。

会長

今回は、手帳の等級の考え方を共有し、様々な意見をいただいた。助成対象とする障害の程度

については、重要な論点であるため引き続き検討して深めていく。

次回以降については、障害の程度や対象とすべき医療の範囲について検討をしていく。

事務局

次回、第３回は、５、６月ごろで、後４回ほど、概ね２ヶ月に１回のペースで進めていく。次

回は、障害の程度、医療の範囲について話していきたい。
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高知県重度心身障害児・者医療費補助金交付要綱

（趣旨)

第１条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(以下「規則」という。)第 24 条の規定に基づき、

重度心身障害児・者医療費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定める

ものとする。

（補助目的及び補助対象事業）

第２条 県は、重度心身障害児・者の福祉と保健の増進を図るため、別紙「重度心身障害児・者医

療費助成事業実施要項」に基づき、市町村が行う重度心身障害児・者医療費助成事業に要する経

費に対し補助する。

（補助率及び補助額の範囲）

第３条 前条に規定する補助対象事業（以下「補助事業」という。）の補助率及び補助額の範囲は、

それぞれ次の各号に掲げる額の合算額の２分の１以内の額（1,000 円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。）とし、予算の範囲内で補助する。

（１） 重度心身障害児・者医療費助成支出金額

（２） 高知県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金高知支部に対する重度心身

障害児・者医療費審査支払手数料支払金額

（補助金の交付の申請書)
第４条 規則第３条第１項に規定する補助金等交付申請書及び関係書類の様式は、別記第１号様式

によるものとし、通知する日までに１部を知事に提出しなければならない。

（補助金の交付の決定）

第５条 知事は、前条の補助金等交付申請書の内容が適当であると認めたときは、補助金の交付の

決定をし、市町村に通知するものとする。

（補助金の交付の決定の取消し）

第６条 知事は、間接補助事業者が別表に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（補助の条件）

第７条 補助金の交付の目的を達成するため、市町村は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

参考資料５

10



い。

（１） 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接

補助事業者としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければなら

ないこと。

（２） 間接補助補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前号の条件を付さなければ

ならないこと。

（概算払)
第８条 規則第 14条ただし書きに規定する概算払を受けようとするときは、別記第２号様式によ

る概算払請求書を別に通知する日までに知事に提出しなければならない。

２ 概算払のできる補助金の額は、交付決定通知額の８割を限度とする。なお、算出をした額に

1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

（支弁状況報告書）

第９条 規則第 10条の規定による状況報告書の様式は、別記第３号様式及び第３－１号様式によ

るものとし、それぞれ別に通知する日までに知事に提出しなければならない。

（変更申請)

第 10 条 補助金の交付決定通知を受けた市町村が、第４条の交付申請の内容に変更（ただし、当

該年度の３月に生じる高額療養費等の戻入による減額の変更を除く。）を生じた場合は、別記第

４号様式による補助金変更承認申請書を当該年度の別に通知する日までに知事に提出しなけれ

ばならない。

（実績報告書）

第11条 規則第 11条に規定する補助金等実績報告書の様式は、別記第５号様式によるものとし、

別に通知する日までに知事に提出しなければならない。

（帳簿の保存期間)

第 12 条 帳簿等は事業完了後、次の期間保存するものとする。

（１） 助成事業に係る歳入歳出を明らかにした書類・・・・・・・・５年

（２） 重度心身障害児・者医療費補助金にかかる証拠書類・・・・・５年

（３） 受給資格者台帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年

（４） 受給者資格(認定・変更・更新)申請書・・・・・・・・・・・３年

（５） (療養費)助成申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３年

（６） その他の支給事務関係書類・・・当該市町村の文書取扱いの例による。
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附 則

この要綱は、交付の日から施行し、昭和 51年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、交付の日から施行し、昭和 58年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、交付の日から施行し、昭和 61年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、交付の日から施行し、平成元年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、交付の日から施行し、平成６年 10月１日から適用する。

附 則

この要綱は、交付の日から施行し、平成７年７月１日から適用する。

附 則

この要綱は、交付の日から施行し、平成 10年 10月１日から適用する。

附 則

この要綱は、交付の日から施行し、平成 14年２月 21日から適用する。

附 則

この要綱は、交付の日から施行し、平成 20年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、交付の日から施行し、平成 21年４月１日から適用する。

附 則

１ この要綱は、平成24年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年３月23日から施

行する。

２ 第４条の規定による申請は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附 則

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年３月 23日から施

行する。

２ 第４条の規定による申請は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
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高知県重度心身障害児・者医療費助成事業実施要項

１ 目的

この事業は、重度心身障害児・者の保健の向上及び福祉の増進を図るために、重度の障害のある方

又はその保護者に対して医療費の一部を助成するものである。

２ 実施主体

この事業の実施主体は、市町村とする。

３ 医療費助成対象者

（１） 障害児（１歳以上１８歳未満の者）

ア 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に規定する１級又は２

級に該当する身体障害を有する者

イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談所において、重度知的

障害（知能指数がおおむね３５以下）と判定された者

ウ 身体障害者福祉法施行規則別表第５号に規定する３級又は４級に該当する身体障害を有し、か

つ、上記児童相談所において、中度知的障害（知能指数がおおむね３６以上５０以下）と判定さ

れた者

（２） 障害者（１８歳以上の者）

ア 身体障害者福祉法施行規則別表第５号に規定する１級又は２級に該当する身体障害を有する

者であって、かつ、６５歳に達する日の前日までに助成の申請を行い市町村長の認定を受けた者

及び平成１５年９月３０日までに助成の申請を行い市町村長の認定を受けた者又は市町村民税

非課税世帯の者

イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知的障害者更生相談所にお

いて、重度知的障害（知能指数がおおむね３５以下）と判定された者であって、かつ、６５歳に

達する日の前日までに助成の申請を行い市町村長の認定を受けた者及び平成１５年９月３０日

までに助成の申請を行い市町村長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者

４ 対象事業

助成対象事業は、市町村が次の（１）から（７）のいずれかに該当する医療費助成対象者に対して、

重度心身障害者又はその保護者が現に加入している医療保険による医療費の一部を助成する事業と

する。

（１） 当該市町村の区域内に住所を有する者（次のアからカに掲げる者を除く。）

ア 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第２９条又は第３０条の規定による、介護

給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費（以下「介護給付費等」という。）

の支給を受けている者

イ 他の市町村から身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第２項及び知的障害

者福祉法第１６条第１項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者

ウ 他の市町村から当該市町村の区域内に設置されている障害者総合支援法第５条第２８項に規

定されている福祉ホームに入居している者

エ 他の市町村長が知的障害者福祉法第１５条の４の規定により、共同生活援助にかかる障害福祉

サービスの提供を委託している者

オ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２の規定により、他の市町村の行

う国民健康保険の被保険者である者
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カ 高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から

当該市町村へ国民健康保険法第１１６条の２に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更し

たと認められる者

（２） 当該市町村から障害者総合支援法第２９条又は第３０条の規定による、介護給付費等の支給を

受けている者

（３） 当該市町村から身体障害者福祉法第１８条第２項及び知的障害者福祉法第１６条第１項の規定

に基づき、障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者

（４） 当該市町村から他の市町村の区域内に設置されている障害者総合支援法第５条第２８項に規定

されている福祉ホームに入居している者

（５） 当該市町村長が知的障害者福祉法第１５条の４の規定により、共同生活援助にかかる障害福祉

サービスの提供を委託している者

（６） 国民健康保険法第１１６条の２の規定により、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者であ

る者

（７） 高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、当該市町村から

他の市町村へ国民健康保険法第１１６条の２に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更し

たと認められる者

５ 交付額の負担区分

「４」に定める対象事業の負担区分は、県及び市町村がそれぞれ１／２ずつとする。

６ 助成の額

助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。

７ 助成の方法

医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払う（現物給付）ことによって行う。

ただし、高知県以外の保険医療機関等で、医療を受ける場合は、療養費払いとする。

８ 助成の期間

助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から、受給資格の要件を

欠くに至った日の属する月の末日までとする。

９ 他の法令との関連

この要項による助成対象者が、児童福祉法、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）、障害者総

合支援法、その他法令等によって、国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は、

当該給付額の限度において助成額の全部又は一部を支給しない。

10 用語の定義

（１） この要項において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で重度心身障害者を現に

監護する者をいう。

（２） この要項において「医療保険」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）

イ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）

ウ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）

エ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）

オ 国民健康保険法

カ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）

キ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）
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（３） この要項において「保険給付」とは、次に掲げるものをいう。

医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療

養費及び家族訪問看護療養費

（４） この要項において「市町村民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属

する年度（助成を受けようとする日の属する月が４月から６月までの場合にあっては前年度）分

の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員に

ついて課されない者をいう。

附 則

この要項は、公布の日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。

附 則

この要項は、昭和５８年４月１日から適用する。

附 則

この要項は、昭和６１年４月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成元年４月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成６年１０月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成７年７月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成１５年１０月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成１８年４月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成１８年１０月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成１９年２月２１日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成２０年４月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成２５年４月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成２６年４月１日から適用する。

附 則

この要項は、平成２７年４月１日から適用する。

附 則

この要項は、令和５年４月１日から適用する。
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重度心身障害児・者医療費公費負担事業事務取扱要領

第１ 条例規則の運用及び事務処理について

１ 重度心身障害児・者

（１）重度心身障害児・者の範囲は、条例の別表 1、別表２に規定したとおり

あるが、これらの障害の判定は、次のものによること。

したがって、規則第２条第１号に規定する障害程度を証する書面について次

のものを添付させること。

ア 身体障害者福祉法第１５条の規定による身体障害者手帳

イ 昭和４８年９月２８日付け厚生省発第１５６号通知による療育手帳

ウ 児童福祉法第１５条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第１

２条に規定する知的障害者更生相談所の発行する判定書

エ １８歳未満の者については、特別児童扶養手当の支給に関する法律に基

づく（特別児童扶養）手当証書

（２）「(1)」の書面のうち療育手帳及び特別児童扶養手当証書による判定に

ついては、次の点に留意すること。

ア 療育手帳の場合、総合判定欄に｢Ａ1｣、｢Ａ2｣及び｢Ｂ1｣、｢Ｂ2｣の表示をし

ているが、「Ａ1」は最重度（知能指数がおおむね２０以下又は身体障害者手

帳１～２級の者で知能指数がおおむね３５以下）、「Ａ2」は重度（知能指数が

おおむね２１以上３５以下又は身体障害者手帳１～３級の者で知能指数が

おおむね５０以下）、「Ｂ1」は中度（知能指数がおおむね３６以上５０以下又

は身体障害者手帳１～４級の者で知能指数がおおむね７５以下）、「Ｂ２」は

知能指数がおおむね５１以上７５以下の知的障害者を示すものである。

１８歳未満の知的障害児にあっては、「Ａ1」又は「Ａ2」の判定のある児童

はすべてこの制度の対象者となるが、１８歳以上の者については、「Ａ2」の

判定のある者については重複障害の者が含まれる場合もあるので、知的障害

者更生相談所に照会すること。

イ 特別児童扶養手当の場合、１級対象障害児と認定されている児童につい

ては、この制度の障害程度に該当するとして取り扱って差し支えないが、一

部対象とならない児童もあるので留意すること。[例えば、知的障害以外の

精神障害（てんかん症、自閉症等）身体障害者手帳対象外の内部機能障害（血

液疾患等）]

参考資料７
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２ 保護者

「保護者」とは、民法第８１８号（親権者）、同法第８１９条、同法第８３３

条、同法第８６７条の規定による親権者、同法第８３９条の規定による後見

人及び他の法律（児童福祉法等）に定められた保護者であること。また、「監

護する者」とは、民法第８２０条に定められている親権を行う者の子の監護

義務者であること。

さらに、「監護」とは、児童の生活について通常必要とされている監護、保

護であること。

３ 助成対象者

この制度による助成対象者は、重度心身障害児・者又はその保護者であっ

て、次の要件を満たしている者であること。

（１）重度心身障害児・者が市（町村）の区域内に住所を有していること。

したがって、重度心身障害児がその市町村の区域内に住所を有しておれば

保護者が他の市町村に住所を有していても、保護者が重度心身障害児を現に

監護していると認められれば助成の対象となること。

ただし、重度心身障害者が重度心身障害者の居住市町村以外の市町村国保

に加入している場合は、重度心身障害者の国保加入市町村において助成の対

象者として取り扱うこと。

障害者支援施設入所者（入所更生・入所授産・療護・グループホーム・福

祉ホーム）については、施設支援の援護の実施者（受給者証を交付している

市町村）において、助成の対象者として取り扱うこと。

また、後期高齢医療に加入している者で、国民健康保険法１１６条の２の

住所地特例対象施設に入院、入所又は入居（以下入院等）している者につい

ては、入院する前の市町村において、助成対象者として取り扱うこと。その

他の取扱いについては、国保法１１６条の２の取扱いに準ずること。

また、「市（町村）の区域内に住所を有する」とは、住民基本台帳法により

記載されている者又は外国人登録法第３条の規定により登録された者である

こと。

（２）生活保護法の規定による扶助を受けていない者であること。

（３）条例第４条(助成の額)が保険給付を受けるべき者が負担すべき額とな

っているため、社会保険各法の規定による被保険者(又は組合員)又は被扶養

者でなければならないこと。

（４）６５歳以上の重度心身障害者で、平成１５年１０月１日以後に

助成資格の認定を受けようとする者は、助成を受ける日の属する年度（４
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月１日から６月３０日までの間に当該認定を受けようとする場合にあっては、

前年度）分の市町村民税非課税世帯に属する者であること。

４ 受給資格の認定

医療費の助成を受けようとする者は、障害（高齢障害）医療費受給者資格認

定(変更･更新)申請書に障害の程度を示すもの、被保険者証又は組合員証、６

５歳以上の重度心身障害者で、平成１５年１０月１日以後に助成資格の認定を

受けようとする者は、助成を受ける日の属する年度（４月１日から６月３０日

までの間に当該認定を受けようとする場合にあっては、前年度）分の市町村民

税の状況を証するものを添付して市町村長に提出し、市町村は内容を確認、審

査し、認定することになっているが、事務に当り次のことを留意すること。

(1) 申請書は、乳幼児と共通に使用する様式となっているが、重度心身障害

児・者の場合には、摘要の欄に障害の種別、その程度、手帳の番号等を申

請の際に適宜記入させること。

障害区分 身体障害、知的障害

身体障害者手帳 〇級、第〇号（昭和〇年〇月〇日交付）

療育手帳 Ａ1･Ａ2･Ｂ1･Ｂ2、第〇号(昭和〇年〇月〇日交付)

(2) 身体障害者手帳、療育手帳及び（特別児童扶養）手当証書は、確認後は

申請者に返却すること。

(3) 県内の他の市町村において、この制度の対象者であった者が転入後受給

資格認定申請を行う場合は、前市町村において発行された規則第２条第２項

に規定する認定通知書によることができるものとする。

５ 受給者証の交付等

受給資格が認定された者に対しては、受給資格認定通知書、障害医療費受給

者証又は高齢障害医療費受給者証及び療養費助成申請書を交付することとし

ているが、次のことに留意すること。

(1) 国保・国保組合・後期高齢者医療以外の医療保険加入の受給権者が受診

する場合は福祉医療費請求書を交付すること。

(２) 受給資格認定通知書は、保護者等への受給資格認定の通知及び助成事業

内容を周知させるものであること。

(３) 受給者証は、保険医療機関等での受診時に掲示するものであること。
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(４) 福祉医療費請求書は、国保・国保組合・後期高齢医療以外の医療保険加

入者に交付し、次のように取り扱うこと。

ア この請求書は、一度に６枚を限度に交付できるものとする。ただし、歯

科提出分には（ウに記載のとおり）市町村長の記入項目が多いことから、歯

科診療時に申請者から連絡を受けてから交付すること。

イ （交付時に交付する医科受診用の）この請求書に、市町村長及び保険医

療機関が記入すべき項目は次のとおりとする。

① 市町村長が記入すべき項目

請求先（市町村長）、公費負担番号及び乳幼児４５・障害４６の区別

② 医科の保険医療機関が記入すべき項目

医療機関コ－ド、請求年月日、医療機関所在地、名称及び開設者氏名、

印、診療月、受給者番号、受給者氏名、保険者番号、被保険者証記号番

号、性別、入院、外来別の実日数及び点数または金額（ただし、血友病

及び人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全による高額療養費該当

者分については、定額・定率による徴収方法にかかわらず金額。）

なお、受給者が被用者保険本人の場合には、請求書の備考欄右側の余

白に、本人と表示するとともに、血友病及び人工透析治療を行う必要の

ある慢性腎不全による高額療養費該当者については、長と表示するもの

とする。

ウ （連絡があってから交付する歯科受診用の）この請求書においては、市

町村長がイ①の項目以外に、受給者番号、受給者氏名、保険者番号、被保険

者記号番号及び性別についても記入すること。

(５) 公費負担者番号

本事業の実施主体である市町村を８ケタの数字で表示するもので、その８

ケタの内訳は、最初の２ケタが法制番号（障害は４６，高齢障害は４７）、

次の２ケタが都道府県番号（高知県は３９）、次の３ケタが市町村番号、最

後の１ケタが検証番号となっている。

なお、県内市町村の障害・高齢障害医療費公費負担者番号は別紙のとおり

である。

(６) 受給者番号

受給資格認定者を７ケタの数字で表示するもので、その７ケタの内訳は、

最初の６ケタが受給資格認定月日順の受給資格認定番号、最後の１ケタが検

証番号となっている。

19



なお上記の方法によることが著しく困難である場合、独自の受給

者番号の決定の仕方によることも差し支えないものとする。

(７) 受給者証の有効期限

受給者証の有効期限は、交付の日から起算して５年以内の期限を付するこ

ととする。ただし、次のいずれかに該当する場合はそれぞれその定める期限

までとする。

ア 重度心身障害児にあっては１８歳となる誕生月末日が、１８歳以上の重

度心身障害者にあっては６５歳となる誕生月の末日（誕生日が月の初日であ

るときは、その属する月の前月の末日）又は７５歳となる誕生日の前日が、

交付の日から起算して５年に満たない場合には、その日を有効期限として交

付し、以後引き続き受給資格を有する場合には、５年以内毎に更新するもの

とする。

イ ６５歳以上の重度心身障害者のうち平成１５年１０月１日以後に助成

資格の認定を受ける者にあっては、最初に到来する６月３０日を有効期限と

して交付し、以後引き続き受給資格を有する場合は毎年６月３０日を有効期

限とし、７月１日に更新するものとする。

(８) 受給者証の更新及び交付

受給資格者は、受給者証の有効期限の１月前までに、障害（高齢障

害）医療費受給者資格認定(変更･更新)申請書に障害の程度を示すもの、被

保険者証又は組合員証、６５歳以上の重度心身障害者のうち平成１５年１

０月１日以後に助成資格の認定を受ける者については助成を受ける日の属

する年度分の市町村民税の状況を証するもの、を添付して市町村長に提出

し、受給資格の更新を行い認定を受けなければならない。

２ 市町村長は前項に規定する書類を審査した結果、引き続き受給資格を

有すると認めたときは、当該受給資格者に受給者証を交付するものとする。

(９) 福祉医療費（療養費）助成申請書は、資格取得のとき、特別な事情がな

い場合サンプルとして１枚交付すること。この場合、受給者台帳記号番号を

記入すること。

なお、保険医療機関等の領収欄のうち保険薬局及び柔道整復師については、

点数の欄には金額の記入を受けること。

６ 助成の額

助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担する額であって、あくまで

保険給付の上乗せであること。
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したがって、社会保険各法の加入していない場合は、助成を受けることが

できず、また、保険給付を認められていない健康診断、予防接種、特別室へ

の入院（差額ベット代）、薬のビン代等の容器代金、特別な歯科材料及び特定

承認保険医療機関でのがんの温熱療法、レ－ザ－による白内障手術等の高度

先進医療を受けた場合など、保険外診療分は、助成の対象とならないもので

あること。

また、重度心身障害者が加入している社会保険の保険者において附加給付

がある場合は、附加給付部分は助成の対象とならないものであること。

７ 助成の期間

助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日

から受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとしている。 高

知県内の他の市町村から転入、また他の市町村への転出の場合、転入転出の

月は２市町村での資格を取得することとなるが、この場合乳幼児医療の場合

の例により関係市町村で連絡を密にし、混乱を生じないようにすること。

後期高齢医療加入者の場合、他都道府県との間で取扱いが異なる場合があ

るので、関係市町村で連絡を密にし、混乱の生じないようにすること。

８ 助成の方法

助成の方法は、現物給付を原則にし、例外的な場合を想定して、金銭給付

（療養費払い）を設けているが、次について指導運用を徹底すること。

(1)現物給付は、県内の保険医療機関等で適用され、次の取扱いをすることが

その給付要件となること。

ア 受診時には、被保険者証及び受給者証を提示すること。

イ 国保・国保組合以外の医療保険加入者は、「ア」の他に市町村が必要事

項を記入した請求書を提出すること。

(2) 療養費扱いは、福祉医療費（療養費）助成申請によって原則として次の

条件のとき適用することにしているが、助成額の決定にあたり市町村国保加

入者については、国保事務との協力関係を円滑にして行うこと。

ア 国民健康保険法第５４条など医療保険各法が療養費扱いの場合

確認する書類として保険者から療養費支給決定通知書又はその写し、あ

るいは保険者の証明書を添付させること。

イ 県外で被保険者証により診察を受けた場合

助成申請書下欄にある保険診療領収書に各診療月ごとに医療機関で記
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入してもらうか、同項目の入った領収書を添付させること。

９ 他の法令等との関連

この条例では、他に法令等による給付があるものは、他の法令を優先する

ことになっている。

具体的には、児童福祉法第２７条第１項第３号、第２項（施設等への措置）、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５８条（自

立支援医療）、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３

７条の２（入院勧告患者）、第３７条（一般結核患者）、厚生省事務次官通知

昭和４９．５．１４付厚生省発児第１２８号（小児慢性特定疾患治療研究事

業）等であること。

他の法令を優先した場合に、費用徴収基準表に基づく自己負担金は、いっ

たん医療機関に支払わせ、後日療養費払いをすること。

10 助成費の支給制限

助成対象者が、第三者の行為によって疾病又は負傷した場合、第三者の損

害賠償額を限度に助成の制限又は返還させることを想定したものであるこ

と。

11 助成費の返還

偽りその他不正行為により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は

一部の返還を規定しているが、前記「10」の返還も含め、返還命令について

は、市町村の財務規則等諸規定との関連があるので、市町村の適切な方法で

実施されたいこと。

12 変更申請

保護者又は保護する乳幼児及び重度心身障害者について、住所、氏名、加

入社会保険等に変更があったときの申請及び受給資格が喪失する場合の受給

者証及び残余の福祉医療費請求書の返還義務を規定してあること。

13 諸帳簿

台帳等については、乳幼児医療費助成制度に準じる取扱いとする。特に

６５歳以上の重度心身障害者であって平成１５年１０月１日以降に承認され

た者については、台帳を別途作成し毎年の更新手続等の事務処理を円滑にお

こなうようにするなど、適宜考慮すること。

第２ その他の事務処理について

１ 医療費の審査及び支払事務

(1) 現物給付の医療費の審査及び保険医療機関への支払事務は、高知県国民

健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金高知支部へ委託する。
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(2) 現物給付の医療費の支払については、高知県国民健康保険団体連合会及

び社会保険診療報酬支払基金高知支部において障害者医療費を審査のうえ決

定し、毎月各市町村に対して取り扱った障害者医療費及びそれに伴う審査支

払手数料が請求されるものであること。

(3) 審査及び支払事務委託に伴う委託契約書については、別途指示する。

２ 高額療養費制度について

(1) 各医療保険については、高額療養費制度が実施され、レセプト１件につ

き、受診者の負担は別表＜自己負担限度額＞のとおりであり、重度心身障害

者医療についても、この制度の活用を図ること。

(2) 同一世帯について、同一月に２人以上がそれぞれ高額療養費の自己負担

限度額以上の額を一部負担金等として支払った場合（世帯合算）の高額療養

費及び同一世帯で前１２か月間に４回以上高額療養費の支給を受けた場合の

４回目からの自己負担限度額を越えた分にかかる高額療養費について福祉医

療受給対象分にかかる額については、合算により支給される額を、それぞれ

の一部負担金等に応じた割合で比例按分（円以下切り捨て）することにより

算定のうえ、重度心身障害児・者分に対する額を求めること。

(3) 各市町村において、同一世帯の医療費の把握が著しく困難である等によ

り(２)により難い場合には、重度心身障害児・者にかかる高額療養費は、世

帯合算及び１２か月間に４回以上高額療養費の支給を受けた場合の４回目か

らの高額療養費の対象として算入せずに、その他の医療費（同一世帯）から

切り離して算定することとしてもやむを得ないものであること。

この場合において、事後に当該世帯に合算による高額療養費又は前 12 か月

間に４回以上高額療養費の支給を受けた場合の４回目からの高額療養費の支

給のあることが明らかとなったときは、福祉医療受給対象者分にかかる額を

上記(２)により算定のうえ戻入させるものであること。

(4) 高額療養費の円滑な活用を図るため、受給権者から代理請求に要する委

任状の提出を求めても、これを得られにくい場合又は代理請求の認められて

いない保険者から受給者へ高額療養費の支給があったとき、市町村への返還

が迅速に行われていない場合には、これが得られるまでの間、当該福祉医療

受給対象者については、償還払い扱いとすることもやむを得ないものである

こと。

なお、高額療養費の自己負担限度額を把握するための所得証明については、

１月１日現在に他の市町村に住所を有し、その後当該市町村に転入した福祉

医療受給対象者にあっては、原則として、受給対象者（又は保護者）からこ

れを提出させるものとする。
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(５)高齢障害（後期高齢者医療）の高額療養費の請求については、後期高齢

者医療広域連合が所定の日に高額療養費該当者リストを各市町村へ送付する

ので、各市町村はそのリストから別紙第１号様式により、後期高齢者医療広

域連合が別に通知する日までに請求すること。

３ 重度心身障害児・者医療と乳幼児医療との関係

県の医療制度の窓口は、重度心身障害児・者医療については、障害福祉課

であり、乳幼児医療については健康対策課であって、各市町村と県との補助

金関係の事務処理は、二本立てとなること。

重度心身障害児･者医療制度についての補助金交付要綱は別途示すこと。

附 則

（施行期日）

この要領は、昭和４９年１１月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、昭和５３年７月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、昭和５５年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、昭和５８年２月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成６年１０月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成７年７月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成９年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。
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附 則

（施行期日）

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。
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別表＜自己負担限度額（月額）＞

・７０歳未満の受診者の自己負担額（後期高齢医療の被保険者は除く）

・７０歳以上の受診者又は後期高齢医療の被保険者の自己負担額

所得区分 自己負担限度額

上位所得者
150,000 円＋医療費が 500,000 円を超えた場合は、超えた分

の 1％の額を加算

一般
80,100 円＋医療費が 267,000 円を超えた場合は、超えた分

の 1％の額を加算

低所得者 35,400 円

所得区分 自己負担限度額外来

（個人ごと）

上位所得者 44,400 円
80,100 円＋医療費が 267,000 円を超えた場合は、超えた額

の 1％の額を加算

一般 12,000 円 44,400 円

低所得者
Ⅱ

8,000 円
24,600 円

Ⅰ 15,000 円
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別表＜自己負担限度額（月額）＞

・６９歳以下の受診者

・７０歳以上の受診者又は後期高齢医療の被保険者の自己負担額

所得区分 自己負担限度額

ア
健保：標準報酬月額 83 万円以上

国保：旧ただし書き所得 901 万円超

252,600 円＋（医療費－842,000）×1％

イ
健保：標準報酬月額 53 万円以上～79 万円

国保：旧ただし書き所得 600 万円～901 万円

167,400 円＋（医療費－558,000）×1％

ウ
健保：標準報酬月額 28 万円以上～50 万円

国保：旧ただし書き所得 210 万円～600 万円

80,100 円＋（医療費－267,000）×1％

エ
健保：標準報酬月額 26 万円以下

国保：旧ただし書き所得 210 万円以下

57,600 円

オ 住民税非課税者 35,400 円

所得区分 自己負担限度額

上位所得者

標準報酬月額

83 万円以上/

課税所得 690

万円以上

252,600 円＋（医療費－842,000 円）×1％

標準報酬月額

53 万円以上/

課税所得 380

万円以上

167,400 円＋（医療費－558,000 円）×1％

標準報酬月額

28 万円以上/

課税所得 145

万円以上

80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％

一般

標準報酬月額

26 万円以下/

課税所得 145

万円未満等

57,600 円

外来 18,000 円（年 144,000 円）

低所得者

Ⅱ住民税非課

税世帯

24,600 円

外来 8,000 円

Ⅰ住民税非課

税世帯

15,000 円

外来 8,000 円
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別表＜自己負担限度額（月額）＞社会保険診療報酬支払基金

・６９歳以下の受診者

・７０歳以上７５歳未満の受診者の自己負担額

所得区分 自己負担限度額

ア
標準報酬月額 83万円以上

80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％

イ 標準報酬月額 53万円以上～79万円

ウ 標準報酬月額 28万円以上～50万

エ 標準報酬月額 26万円以下

オ 住民税非課税者

所得区分 自己負担限度額

上位所得者

標準報酬月額

83 万円以上/

課税所得 690

万円以上

入院 57,600 円

外来 18,000 円（年 144,000 円）

標準報酬月額

53 万円以上/

課税所得 380

万円以上

標準報酬月額

28 万円以上/

課税所得 145

万円以上

一般

標準報酬月額

26 万円以下/

課税所得 145

万円未満等

低所得者

Ⅱ住民税非課

税世帯

Ⅰ住民税非課

税世帯
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